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レベル 授業
研究室等における学生と

の教育研究活動
（系，研究所，センター）

教員個人の研究活動
研究所，センターの活動

（左記除く）
事務職員の業務 課外活動 学内会議 出張等 施設利用・構内入構

3
（高度警戒）

●遠隔授業，オンライ
ン講義のみ

・学生の皆さんは，原
則，自宅で遠隔授業，
オンライン講義を受講

★授業開始日を5/11ま
で延期

●原則，大学内での活
動の中止
・オンライン活用によ
る活動の継続

●ただし，大学の機能
を最低限維持するため
の活動は，３密回避を
徹底し，大学内での継
続を認める場合があ
る。（別紙１参照）
(出校者(教員・学生）
70%削減目途）

★許可制
＜３密回避の徹底＞
＜人との接触を避ける＞

●原則，大学内での活
動の中止
・在宅勤務による活動
の継続

●ただし，大学の機能
を最低限維持するため
の活動は，３密回避を
徹底し，大学内での継
続を認める場合があ
る。（別紙１参照）
(出勤者70%削減目途）

★許可制
＜３密回避の徹底＞
＜人との接触を避ける＞

●感染拡大防止措置の上
・一居室での人数を減ら
すとともに，出勤者削減
による業務の継続（出勤
者70%削減目途)
・時差出勤の積極的活用
・在宅勤務の積極的活用
・勤務シフトの活用
・別室活用

●ただし，大学の機能を
最低限の維持するための
業務は，３密回避を徹底
し，上記以上の出勤者に
よる業務の継続を認める
場合がある。
（別紙２参照）

★許可制
＜３密回避の徹底＞
＜人との接触を避ける＞

●活動禁止 ●原則，メール・オン
ラインによる会議の実
施

●ただし，やむを得な
い事情がある場合，緊
急性を要する場合は，
数名程度で３密回避を
徹底し，対面会議も可
能とする。
（別紙３参照）

＜３密回避の徹底＞
＜人との接触を避ける＞

●原則，出張，旅行の
禁止

●ただし，やむを得な
い事情がある場合，緊
急性を要する場合に，
出張，旅行を認める場
合がある。
（別紙３参照）

★許可制
＜３密回避の徹底＞
＜人との接触を避ける＞

＜学生・教職員，学外者＞

●原則，施設利用・構
内の入構禁止
★学生宿舎に入居して
いる学生の皆さんは，
不要不急の施設利用は
禁止（食堂等，散歩等
は可）

●ただし，大学の機能
を最低限維持するた
め，施設利用・構内入
構を認める場合があ
る。（別紙１，２，
３，４参照）
　その場合，公共交通
機関での構内への入構
は原則禁止

★許可制
＜３密回避の徹底＞
＜人との接触を避ける＞

　★許可制の流れ→　研究室等（研究指導教員等）→系・研究所長，センター長→研究担当理事・教学担当理事，事務，事務関係業者関係は課長→次長→局長，出張等は当該者→所属長等（命令権者）

　●教員系の非常勤職員は，教員個人の研究活動，研究所，センターの活動，事務局系の非常勤職員は，事務職員の業務に準じてください。

豊橋技術科学大学の新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動基準

（別紙１）
●大学の機能を最低限の維持するための研究活動，施設利用・
入構等の例

・研究に使用する生物の維持・管理
・液体窒素・液体ヘリウムの補給のための装置等の維持・管理
・毒劇物等の研究に使用する薬品の維持・管理
・研究に必要な基幹インフラ（実験施設・設備，情報システム）の稼
働・維持・管理
・研究活動を継続する上での各種安全確保
・その他法令等で義務の順守等に必要な場合

（別紙２）
●大学の機能を最低限の維持するための事務業務，施設利用・入構等の
例

・職員の給与等，生活に関わる最低限の給与支給等に関わる業務
・教育・研究活動等の継続に必要な最低限の調達，安全管理業務
・学生の教学支援，学生生活に関わる最低限の業務（当該業務が集中する期間）
・大学の重要な管理運営業務（危機管理を含め，他機関等との連絡・調整含む）

・その他，法令等で義務の順守等に必要な業務

（別紙３）
●やむを得ない事情がある場合，緊急性を要する場合に，対面会議，出
張，旅行を認める場合の例

＜会議＞
・国等，公的機関からの通知等により，至急に意思決定が必要な場合
・その他，大学として至急，意思決定をしなければならない重要案件が発生した場
合
＜出張，旅行＞
・国等，公的機関から依頼がある場合
・家族に不幸等やむを得ない事情がある場合
・その他，法令等で義務の順守等に必要な場合

（別紙４）
●大学の機能を最低限維持するために施設利用・構内入構を認
める場合

・別紙１
・別紙２
・別紙３の会議
・食堂，売店等，飲食を学生・教職員に提供する場合

・事故への対応が必要となった場合　等


